
今 後 の 生 産 調 整 実 施 の イ メ ー ジ

法人指定・必要な支援

基本指針 産地づくり 米穀安定供給確意見 作成
審議会 国 推進交付金 保支援機構

諮問
・需給及び価格の
安定に関する基

情報提供 本方針
配分 ・需給見通し

意見 ・備蓄、輸入方針

都道府県段階での
実施方針作成

意見第三者
機関的 都道府県

諮問組織
・産地づくりの対策の配分方針

・米価下落対策の実施方針

（必要に応じ）
情報提供 指導・助言

配分
意見

地域水田農業ビジョン

意見第三者
・地域水田農業の改革の基本的な方向機関的 市町村

諮問 ・具体的な目標（作物作付け、販売、担い手組織
の明確化等）

（必要に応じ） ・ビジョン実現のための手段（産地づくり推
在庫等 一体的作成 進交付金の活用）

・担い手として明確化された者のリスト
情報提供

一体的作成
生産調整方針

農業者団体等
作成 ・販売戦略に基づく数量目標

の設定方針
・過剰米処理方策 等

農 業 者配分

（注）カッコ内は移行期間のみの措置
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